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スポーツ基本法とレクリエーション
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and the Sports Festival in Tokyo 2013-
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1.コーディネータ一報告(まとめに代えて)

森川貞夫(市民スポーツ&文化研究所)

森川貞夫氏

周知のように一昨年制定されたスポーツ基本法

第 24条は「国及び地方公共団体は、心身の健全

な発達、生きがいのある豊かな生活の実現等のた

めに行われるハイキング、サイクリング、キャン

プ活動その他の野外活動及びスポーツとして行わ

れるレクリエーション活動を普及奨励するため、

野外活動又はスポーツ・レクリエーション活動に

係るスポーツ施設の整備、住民の交流の場となる

シンポジウム全景

行事の実施その他の必要な施策を講ずるよう努め

なければならない」と規定し、旧スポーツ振興法

第 10条「心身の健全な発達のために行われる徒

歩旅行、自転車旅行、キャンプ活動その他の野外

活動を普及奨励」に比べるとかなり突っ込んだ内

容、加えて施設整備だけではなく「住民の交流の

場となる行事の実施その他の必要な施策を講ずる

よう努めなければならない」という文言にあるよ

うに「スポーツ・レクリエーション活動」の社会

性を期待する内容となっています。同時に基本法
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は国や地方公共団体だけではなく学会やレ

ジャー・レクリエーション関係団体の「連携・協

働J(第 7条)により、「国民が生涯にわたり心身

ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠な」

「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むJ権

利の実現のために貢献することを求めています。

今回のシンポジウムでは先ず文部科学省スポー

ツ・青少年局スポーッ指導専門官中平公士氏から

スポーツ基本法とスポーツ基本計画の説明があ

り、続いて東京都スポーツ振興審議会会長杉山茂

氏、東京都レクリエーション協会専門委員津内隆

氏から「報告」を受けました。

フロアからはレクリエーションやスポーツの概

念についてより突っ込んだ回答を求める質問もあ

りましたが、簡単にまとめると、一つは杉山氏も

強調されたことですが、これまで教育あるいは体

育的に捉えられていたスポーツを「プレイ(遊び)J

としてとらえなおすこと、二つにはトップスポー

ツあるいはエリートのスポーツだけではなく、多

様なスポーツのあり様、文化もふくめた多面的な

結びつきなど、言い変えればもう少し「やわらか

いスポーッ」をイメージすることの重要性が強調

されたように感じました。

そのことを揮内氏は最後の「まとめ」で「かき

くけこJ(かたい、きびしい、くるしい、けわしい、

こわい)から「あいうえおJ(あかるい、いいか

げん、うれしい、えがお、おもしろい)へと表現

されたと思います。本来の「シンポジウムのねら

いJから言えばそれぞれの演者が置かれている立

場から今年開催される東京国体準備と 2020年東

京オリンピック招致の中でどのようなことが期待

され、またどのように実現しようとしているかを

論じ合えればと考えていたのですが、時間の関係

もありこの点はまったく司会役として4世侃たる思

いがあり悔やまれます。しかしフロアからの積極

的な質問や発言もあり、それなりの時聞を過ごせ

たのは幸いでした。

2. r我が国のスポーツ政策の動向J...，スポー

ツ基本法、スポーツ基本計画を踏まえて~

中平公士(文部科学省スポーツ・青少年

局スポーツ振興課 スポーツ指導専門官)

中平公士氏
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スポ ツ撞興法It，戦桂回生活水準の向上と産量的近代化による余暇の増大などによるス
ポーツに対する国民田関心の高まりや欲求の鉱大を背景に、容器鞠殉東京オリン
ピック罪悪壊を議機として、聾が園のスポーツ握興田基本を定める法律として級事務
a容に骨骨建
スポーツ聾興法の下、書提訴ま護持スポーツは滋接的身議君主ものとして然襲撃

国民田心身白檀金な発遣や明るく豊かな国民生活由形成に大き〈寄与

際
平成23隼6周17目、第177回国会においτAポ甲':1喜基本議が全会一致で成立

スポ->y振興漉(喝靭36隼6)j)由制定から、 50護軍ぶ時的金重富ままま

《主なポイント》

r後努共通整め人織の文化iと位置付け
rス苦笑ω ツを通じて傘袋詰で畿かな委託滋を営むことは、金ての人々 の議事替であるj旨を鰻定。スポーツを行う者
の権利利益の保障の観点から、安全の確保や健康の保持岨進、スポーツに闘する紛争解決等に闘する規定を充
実

r今後のドーピング防止の国際的な勤胸に対応するため、 ピングの防農薬誌の事態絡に係る体制の猿鎗Jを
規定
器製機務幾太余の揚露支鱒穫の支援に特別の措置を規定
スポーツ鎗策の総合的、一体的効果的錐進を図るため緩和二 Tスポーツ縁進会議Jを綾獲
『体育指場委員』の名称は Tスポ…ツ線道襲警警災2に変更

J スポ…ツヂヂの線電量、スポツぷ建議する務総愈毒事OJ符綴綾織の護霊場労については、行政改箪の基本方針との益合
牲に..，.して積射を加え.必要な鎗置を講ずる

エスポーツは、愛議長量的ふ襲撃φ蕊銭

許個人又Iま集団で行われる身体活動で晶り、む重量主主こ主義緩交え匁露骨弦楽主義愛護老Lよ
雪月堅苦霊祭

毛2話ヶー況をi議長丈奪事重立さ議長、主主必簿登襲撃車工芸ーとiまL 護主てのλ交ぬ幾数i
p次代を担う青少年の後九後幾ーとやλ重量務総に大きな影響

戸地域の一体感や活力の薗成、き患滋主主重量む害事伎に寄与、健康畏舟社会田実現

伊日本人遣手の活躍は、国民に蹄りと喜び、夢と感動を与え、 2毛対ーな主敬語義むを高
める

ル嚢が園社会の活力を生み出し、国民経済の発展に寄与

p 園陸相互理解の促進、国隠平和への貢献など、設が圃の畿襲撃事告書車総必捜査よ

p スポーツに係る書様怠主体の幾選撃と議議襲撃による聾が園のスポーツの発展を支えるま苦
緩ま襲

ま霊薬塁線量豊とこ喜連1主義車整縫3監事韓金約L
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目ごう f鰍 jではなく、?スポーツ刈遺体齢
"-----v →行政だけでなく、スポーツ団体や関係者にも共通する理意

→国民が自主的・自律的に適性・健康状態に応じてスポーツを実施

2とι 驚変警察段ゑ…ポマヌ
→学校、スポーツ団体、家庭、地域の活動の相互連携

議議スポサヌ
→住民が主体的に櫨働することによりスポー引に身近に観しむ

→人々の交流の促進、地域楓の交溝の基盤の形成

草色濃鱗ゑJ松
『自主的・積橿的にスポーツを行うことが出来るよう必要なI!JI

弘毅議選立準建設綴よ
-施策相互の者扱的な遭揖と効率的な推進

議欝釣主主畿運奪三重電襲撃
『園様相互理解の増進と国際平和に寄与

スポーツ基本法 スポーツ撮興法

軍24条圏直び地方公共団体l玄、心身の憧|軍 10条園及び地方公共団体は、心身の健
全な発達 牛告制L、由元nl-..かな牛濡由 | 金な尭遣のために宜主主主盆童披fi，且
塞車重のために宜金主主旦壬圭主主人士土 | 藍車盤丘、キャンプ活動その他由野外活
壬立'1主豆、キャンプ官動その他の野外 | 動を普及奨励するため、互-A虫垂童L

活動茄rtスポーヴルー L7'持われるレウリ | 圭主主主量盟盟量その他の必要な撞置を
エ-~司シ活動 (tl""F:::由各におし、で | 講ずるよう曹めなければならない。

「スポーヴ レ今"ヱーショシ活動 I!-

位呈~を昔E費励するため、竪畳孟動
支はスポーツ レウリエーション活動に
係るスポーツ繍面白警備 件 E豊田空習作曲

量主主盈丘蔓皇室血その他の必要な撞量
を講ずるよう膏めなければならない。

r~しき逮ーツ奇襲本語量綴擦を語審丸平慮24'事3月 21 日に中央徹宵審限量からその賢建について置
期があり、平描24年3月30日骨材ボスポーツ鶴湾総量す践を審議し、異体的な軍施計回を示した.
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-スポーツ基本法第9条に畢づき、スポーツに関する施策の総合的

な推進を図るため文部科学大臣が策定するスポーツに燃する喜基本約

な量十程覇。

-平成23年 9月22日に開催された中央教育審誠会(中教審)におい

て、文留科学大臣から「スポーツ議家計麓rn緩ま霊についてJI書簡を

受け、 「スポーツ基本計画」について審議・検討を開始。

-平成24隼 3月の答申を受付、文部科学省として、関係省庁と調盤

のよ、 「スポーツ喜基本書十襲警j を策定し、都民議24童手41事かをき議事襲。

-今後10隼程度を見通した今後器等燃の計百覇。

〈スポーツ基本迭の制定〉

0スポツ振興基本計画の課題
子どもの体力の上昇
.生涯スポーツ機会の向上
国際競銭力の向上

。新たな課題の発生
・ガパナンス向上、ドーピンゲ対策等
公平ー公正性‘透明性向上の要購
・ブロスポツ、障害者スポーツの発展
園際化の進展 等

鏑礎的情続

スポーツを通じて
目指す社舎の聾

~ 
スポーツの....値・が'Di<共有
= 'J眠た#スポーツ玄1I<Jの司立

管少.'"の憧盆貧，.

地層柱舎のII!主

!日スポーS-9W<<<:..，..U'J...
1.宵量と展望
2.スポーツ基本計圃の策定

|箇沼崎~kð援ゴ雄也釜盤世

箪 3量今書量5草閣に盤舎前かつ世圃曲にEり組むべき櫨健

1.学校と地域におけるそ是主主p見送事竺'/機会持議援
2. 著者のスポーツ捗加機舎の拡充や高齢者自体力っくり支援等ま王立~z_-5;

i圭E革じ主主主1'.-γJ議重量雪撃遺産
3.住民が主体的に司書置する書記滋設;;t，1l':::../重量滋愈量産量襲
4.獲獲量量豊童話量路ょに向けた人材由義成やスポーツ環横川町整備
5.オリンピック・パラリンピック等の国際観技大舎の招致・開催等を通じた

箆警豊富霊童話.';ま漢の藤議
6. ドーピンヴ防止やスポーツ仲裁響町推進による孟経ァ:';lj撃の滋毒患幾ι_:s努二

傘立激的向上
7.スポーツ界における経費重重量Il)重量滋に向けたトップスポーツと地場にお付る

スポーツとの譲渡語録役選最善襲

回量皇駐盤組担血血掴週四全曲に品事な回 | 

1，宵最と属望
スポーツ基本遣に規定されているスポーツの役割の重要性に鑑み、.6.~軽三士

';1塾通L:ーすと1"竺支持ふ守，fjl幾重富:J:'書量密-~謹む雪量霊童路豆主語臣官空嚢轟絃重量Il)緩滋
金援護it'tい三塁とZ星通喜望書.
その目指すベ曹具体的な社会田盗として、以下回5つを掲示.

⑦青少年が健全に育ち、他者との協同や公正さと規律を重んじる社会

②健康で活力に満ちた長寿社会

③地域白人々の主体的な協働により、深い幹で結ぼれた
一体感や活力がある地域社会

④圃民が自国に誇りを持ち、経済的に発展し、活力ある社会

⑤平和と友好に貢献し、国際的に信頼され、尊敬される国

2.スポーツ畠本計画由鏑定
• 10年程度を見通した計画。概ね5年間の施策の体系化。
-地方公共団体が「地方スポーツ推進計画」を定めるための指針となるよう、固と
地方公共団体が果たす役割に留意して軍定。

【基本的な政策限掴】

年齢や性別、障害等を岡わず、広〈人々が、関心、適性等に応じてス

ポーツに参画することがで曹る環境を盤備すること

[..ごとの基本方針】

⑨子どものスポーツ機会を充実する

⑧ 号イフステージにJit;じたスポーツ3醤重量を推進する

③ 住民が主体的に司書画する機緩めスポーツ議襲撃を盤備する

⑨ 療機護憲主義カ!海上に向付た人材の養成やスポーツ環境の盤備を行う

⑤ オリンビツク・パラリンピック等の冒際競技大会の招致・

開催等を通じた襲撃韓護軍重量~ .書室護憲を推進する

⑧ スポーツ界の2整理題f輩、委主主事・公.iE殺を向上させる

⑦ スポーツ界の終審重要震を創出する

【蔵貧目標]
子どものスポーツ構舎の亮実を目指し、掌棋や抽燭等において.すべての子どもが

スポーツを獲しむことができる環横田豊置を圃る。
そうした取組の結果として、金重量19華経路1~j'とものよ本2器提遜重量豊o世I'_~の港整j費よ

露呈吾主主主差"K童盈ょう)0'金重量5穿f抵鉢J設のおよ空襲E題担緩霊童ま私j事喪主晶玉盟主主主義主主
を目標とする.

(1)幼児期からの子どもの体力向上方績の推進

(2)学校的体育に関する活動の充実



(1)ライフステージに応じたスポーツ

活動轡田植遭

(2)スポーツにお付事安全白檀保

【政情目榎】

(1)コミ zニティの申心となる地域

スポーツクラブ由育成・推進

(2)地鶴田スポーツ指導者等の充実

(3)地鼠スポーツ施設の充実

国際蛾技力的向上を困るため、スポーツを人類の調和のとれた聾遣に役立てるという
オリンピxムの植本庫則への理い理解に立って.餓按性骨置い障害者スポーツを宮めたト
ップスポーツにおいて、ジ~=ア期からトップレベルに至る体華同な人材聾躍システふの
構築や、スポーツ環圃の盤舗を行う.

その結畢として.今憧、 E寧・各事オリンピック雌按大童それぞれにおWる遜産量室長幸
重量え墨豆長&童文の盤強、オリンピック鶴接大量E古書世界週手権大舎にお付る過量量豊量
規孟呈}，.I:量豊皇室軍を図る.これにより、建盟主1'"，空機鋒z<重量金量旦空&霊車種ラ .':t~キ
主主買l~?Jt~τ民主翼鷺我輩芳l主主主主滋よ、委主宰文章で鵠1金銭刻ょをそれぞれ目標とする.
また、 /5笠盟主主主~_'l主総主重量袋議長ι堂島君主型車7_~_4_~_~益.~~~主紘一寵滋投書議 i襲

撃君主義11l立.12鍛 V:ltl璽LJ藍零;Ic嚢皇銃(2QJjlLιりまc-l'_cc)J話Jヒをそれぞれ目
槙とする。

(1)ジzニア期がらトップレベルに至る戦略的支掘の強化

(2)スポーツ指導者及び審判員等白書成・研修やキャリ7循環由形成

(3) トップアスリートのた時叩強化 e研究活動等の拠点舗築

【融債目梅】
園螺置献・吏車を推量するため、スポーツを入額の情租のとれた舞遣に健立てると

いうオリンピXムの根本願則への軍い理解に立って、 2を~)-~ιb::.'./空銭護主雪量ラム1
_~Jピy 空童童銭ま重量饗役麗豊勝ぷ太金聾持畿緩強~j量畿管F宝;護主主豊富量襲、圃限的な情蝿の
眠蝿・揖個、国際的な人的ネットワーク由構襲帽を行う.

(1)オリンピック・パラリンビッヲ等の匡際競按大会轄の招致・闘憧等

(2)スポーツに係る国際的な実施及び買献の推進
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【致指目標】
スポーツ界にお付る置明性、量平・公正世の向上を目指し、館設団体・アスリート

等に対する冊修やジュニア周への軸宵を歯車するなど主でど;-jf!車止護軍温室主義道す品
止め控級車憲章幾繍するとともに、主主ァ童話事舟3毎月士ン;;<.査線j!;し組繍週曹の透明
化を困るほか:;;，主ァγ鐘墾母鯵量産型立的母義幾理主総9l!重量韓三議麓を図る.

(1)ドービンタ防止活動の推進

(2)スポーツ団体的ガパナンス強化と透明性白向上に向けた取組白推進

(3)スポーツ紛争の予防及び迅速・円滑な解決に向付た取組の推進

(1)国民の理解と参加の推進
→スポーツの幅広い国民への昔丑のための基盤整惜

(2)関係者由連鵠・協働による計画的・一体的推進
→園、軸立行政法人、地方公共団体、学校、スポツ団体及び民間事業者

その他の多樟な主体による遭樺・協働が必要不可欠

(3)スボ時ツの推進のための財意的確保と効率的・効果的な活用
→固としての必要な予揮措置、寄付税制、スポーツ握里基金、スポーツ

撞興投票制度等の活用

(4)計画の進捗由検臨と計画の見直し
→内外由社会情勢やスポ ツ界の宜化吾踏まえ、車善方聾を検討

O 圃鼠‘遭副冒慣が身に付いていない子どもやスポーツが苦手な子どもを週勘好

曹にするための曹っかけをもたらすとともに、豊かな人間性・祉会性豊宵むため、

スポーツ@レ?'nζーシ麹ン幾重車線約滋織を機話題する.

このため、国立青少年徹宵竃.・圃立公園・固曽公園噂におけるハイキン夕、

トレッキン夕、サイヲリンタやキャンプ活動等野外活動やスポーツ・レヲリZーション

活動豊雄遭する.

O 地方公共団体において跡、掌枝、総合型ヲラブ、スポーツ少隼園、学核体育聞

体、競技団体、野外議軍事際綴鐙然、スポーツ，レ?'):Z::ーシ濁ン翼憲章童書遺書襲主遺体、

開害者スポ司ツ団体等が遺楊して、子どもの多織なスポーツ活動が効率的・効果

的に行われるための取組豊雄遇することが期待される.

O 聞は、高齢者に対するスポーツ・加機舎の極充豊田喜ため、環揖・晴好・適性

に応じτ高齢者が鏑竃な〈日常的に取り組むZとので曹る‘日常生活動作を活

かした温副等の多様なスポーツ・レfアワヱーシ2ン'7!認さヂ争ムを総務し、その普及・

曹，置を園る.
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高齢者の体力つ〈υ支援事業 向刊額以紅

健常者と障害者のスポーツ・レクリエーション活動濯携推進事業
{新規)

|臨2由同情E蹴 u 蹴…閉山崎 明暗領"川千円

スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポ司-';1を行う己とができるよう、障害の種額及び程度(

に庫じ必要な配慮圭しつつ推進されなければならない。

需品関-…一一一一騒二 一
j毛各種セエユア仏新しい種箇‘用具等の鰯曙や実践研究の実施、地績における障害 ! 
i者のスポ-')1・レクリエーション環漉の実態把援等lこより、健常者と偉審者がー績に姦し l
t~11呈宅型±空・k~ll~一三坦与管理里担を畦進1':1>. 一…--~

糟欄照明臨髄醐

0事業の実施にあたっての基本方針等の策定各ブロックにおける取舗の方向性の開益事業成果の検証等を実施。
O障害者が地紙におけるスポ-")レクリエーシヨン活動に主体的に参画する方簸等についても検討。

苛立J伝言野'"‘腕，.，鋭a湾政UJ吋 Z診察現臨fi1明「てま;lj

0陣事者スポーツ関係団体等との通慌による企画運営マニ斗アルの開発と各ブロックにおける実践研民
C実滋研究の成療やスポツ医科学を官周した指噂マニュアルや新たな種目周異等についての開発
0地域における障害者のスオ -':，1レク'Jエーノヨシ環境川実悠抱蜜

F~if '1.ヨI:lト ;['_1らな':1，1!廓荻高宮器現盟理冠距理恵軍寝:f.fn明書~11Ðr.路犠眠叔lø7.河内 iT，'

②の実践研究を行った各ブロック代表者や地峻スポーっ関係者等が一堂に会し実践研突等の成集について発表し
意見交換を行うシンポジウムを開催しその成果資料を各地域における取組に役立てる。

3. スポーツ基本法とレクリエーション

杉山 茂(東京都スポーツ振興審議会会

長・スポーツプロデューサー)

杉山茂氏

「スポーツ基本法」は、スポーツの社会的な役

割を明らかにした点が、いささか遅きに失したと

はいえ大きな特概といえる O

その“具体的な手法"として、スポーツに親し

む(行う)者とスポーツ関係団体の努力規定を設

け、それらの権利や利益の保護、健康の保持増進

などの推進を図るとしている。

スポーツは、スポーツ大好き人間の体育会的・

運動部的信者だけのものではようやく無くなっ

た。

「スポーツ基本法」によって、スポーツは一皮

むけたとも言えるが、それをスポーツの格上げと

ばかりに信者たちが浮かれあがっては元も子もな

い。「スポーッ」の社会的責任は過去とは比べも

のにならないほど大きく深く拡がった。

それは、改めて「スポーツとは」を聞い直すこ

とになる。この作業を怠っては、日本のスポーツ

の“発展"はいつまでも望めない。

改めてスポーツの本質は、プレイ=遊び にあ

ることが認識され、「レクリエーション」との共

通項を強めることが求められる O

スポーツはスポーツだけのものであっては広が

りが限られる。社会的、文化的なほかの活動との

関わりを深め、それらとの“合体"を目指すべき

だろう。

それによってスポーツを通じてのクラブライフ

が展開できるし、スポーツツーリズムによって自

然や環境を身近に考えることができる。



健康をめぐっても休養(睡眠)、栄養などを含

めてスポーツ愛好者同士の会話のなかからテーマ

を探し出したい。これらの交流は、地域への愛着

を育み、活力(一体感)を呼ぶことが期待される O

とはいえ、「スポーツ基本法」が打ち出す「住民

が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備」

は相変らず課題が多い。

スポーツクラブも総合型という名目を冠するが

故に“混乱"がつづいたままだ。ヨーロッパでも

5競技(種目)以上を抱えるスポーツクラブは少

なく、 30を越すスポーツ活動をつづける日本の

「大学スポーッ」は彼(彼女)らの目からすれば

驚きだ。私の理解する“総合"は多世代である。

施設の悩みも消えない。モデルとされた施設が

提供される例はない。

指導者もボランティアの活用は進んでいるとさ

れるが、軸となる専任指導者の“職業化"にはほ

ど遠い。

「スポーツ基本法」はスボ}ツを楽しむ、スポー

ツで遊ぶ状況が整えられてこそ活きる。

この「法」でスポーツが拡充するのではなく、“ス

ポーツ"を愛好するすべての人によってこの「法」

を光あるものにしたい。

4.スポーツ基本法とレクリ工ーション

津内 隆(東京都レクリエーション協会

専門委員・文教大学講師)

j畢内隆氏

。「スポ}ツ基本法」の中でレクリエーションも

法律の条文に 1

第 24条「国及び地方公共団体は、心身の健全

な発達、生きがいある豊かな生活の実現などのた
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めに行われる(中略〉野外活動及びスポーツとし

て行われるレクリエーション活動[スポーツ・レ

クリエーション活動]を普及振興するため、野外

活動又はスポーツ・レクリエーション活動に係る

スポーツ施設の整備、住民の交流の場となる行事

の実施その他必要な施策を講ず、るよう努めなけれ

ばならない。」

・諸外国のスポーツ関連法の 3分類/国連の権利

宣言や政策

.日本レクリエーション協会『高齢者の体力つく

り支援事業Jニューエルダ一応援事業

・東京都レクリエーション協会 スポーツ祭東京

2013 デモスポ行事

・「まち歩き」のすすめ

.東日本大震災支援

。スポ・レクイノベーションの必要性

スポーツ・レクリエーションを通して居心地の

良さ、人と繋がる楽しさ、健康になれる喜びなど

を実感し、生活に活かす。参加者協働で、既存ス

ポーツのルールを工夫変化させて楽しむ力を育

む。

。アイデアキーワード

ニューウェーブ エアスポーツ/空中エクササイ

ズ/ショー・クワイヤ

総合型スホーツクラブのテーマパーク化、宿泊、

ジム、フィットネス、飲食施設

スポーツツーリズム/スポーツイベントを通し

ての企業とのコラボ

地域の歴史・文化に根付いたスポーツ・レクリエー

ションが地域を活性化

中高年消費の主役 カラオケボックス/フィット

ネスクラブ/TDL

社内のイベント IT企業に活力 障害物競走/

ドッジボール/たこ揚げ

なでしこジャパン効果/東京マラソン効果/ス

ポーツボランテイア

ノfーチャルスポーツ・レクリエーション シンク

ロ動画の活用

ワンコインお試し体験講座の人気

孔1AKENAIFUTURE 

(負けない未来、自分で創る1)






